
 

都営下馬アパート周辺地区 第３回街づくり懇談会  

 

【日時】  平成２９年７月５日(水）１９：００～２1：００ 

【主催】  世田谷区世田谷総合支所街づくり課 

 

 

次     第 

開会 

 

１ これまでの経緯について 

 

２ 区全域における「建築物の高さに関するルールの見直しの基本的 

考え方」（案）のとりまとめに向けた中間報告について 

 

３ 住宅地区の高さの最高限度について 

  －１．現状の地区計画が入る以前の高さ～現在の検討まで 

  －２．住宅地区の現状について 

  －３．住宅地区に「基本的考え方」をあてはめた場合の高さについて 

  －４．高さの最高限度と高度斜線等の関係について 

  －５．質疑応答  

 

４ 住宅地区の高さの最高限度についての意見交換 

 

閉会 

  

 

 

 

 

 

１． 食事又は喫煙はご遠慮ください。 

２． 写真撮影、録音や録画は、ご遠慮ください。 

３．携帯電話はマナーモードにして通話はご遠慮ください。 

  また、パソコンなどのご使用はご遠慮ください。 

４．その他、ビラまきや進行の妨げとなる行為はできません。 

 

会場内での注意事項 



 

 

 

 

都 営 下 馬 ア パ ー ト 周 辺 地 区 

街 づ く り ニ ュ ー ス 

第１８号 

平成２９年６月 

世田谷区世田谷総合支所 

街づくり課 

このお知らせは、地区計画等の区域、（太子堂一丁目全域、下馬一丁目の一部（２８～４４番）、 

下馬二丁目の一部（１～１６番、１９～４４番）、三軒茶屋一丁目の一部（５～７番））に居住の方、及び、 

土地・建物の所有者の方にお届けしています。 

第３回街づくり懇談会を開催します 
区では、区全域における「建築物の高さに関するルールの見直しの基本的考え

方」を踏まえて、懇談会等により都営下馬アパート周辺地区地区計画の住宅地

区（裏面を参照下さい）における「建築物の高さの最高限度」について地区の

皆様と共に検討を行っています。 

■日 時 案内図 

○平成２９年７月５日（水） 

○午後 ７時～９時 

 

■会 場 ※右図参照 

○駒繋小学校・２階視聴覚室 

（下馬１-４２-１２）  

※北側正門からお入りください 

 ■内 容 

○区全域における「建築物の高さに関するル

ールの見直しの基本的考え方（中間報

告）」について 

○住宅地区における高さの最高限度につ

いての意見交換 

◇参加にあたってユニバーサルデザインの配慮が必要な方は事前にご連絡下さい◇ 

今回は、区全域における「建築物の高さに関するルールの見直しの基本的考

え方」について中間報告がありましたので、その内容についてご紹介すると共

に、都営下馬アパート周辺地区地区計画の住宅地区における「建築物の高さの

最高限度」について皆様と意見交換する街づくり懇談会を開催いたします。 

是非ご参加ください。  

会場 



■皆様と共に検討を進めていく住宅地区 

 

 都営下馬アパート周辺地区

地区計画の住宅地区における

建築物の高さの最高限度につ

いて、皆様と意見交換を進め

てまいります。 

 

■スケジュール 

 

■お問い合わせ先 

世田谷区 世田谷総合支所 街づくり課 担当：二見ふたみ、高澤たかざわ、伊藤いとう、北崎きたさき 
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷 4-22-33 （第３庁舎２階２４番窓口） 
電話：03-5432-2872（直通） FAX：03-5432-3055  

●今回やこれまでの街づくりの取り組みは、世田谷区のホームページで公開しています。 

ホームページ＜http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/120/345/346/d00034724.html＞ 

下馬 街づくりの取組み 検索 

ご 意 見 を お 寄 せ く だ さ い 
※都営下馬アパート周辺地区地区計画の高さの最高限度について、地区の皆様とともに検討を進めてまいります。 

file:///D:/machiken/1504昭和女子大学下馬/業務データ一式/(2)街づくりニュースの発行/15号ニュース/下馬%20街づくりの取り組み










ア ン ケ ー ト 
都営下馬アパート周辺地区 第３回街づくり懇談会 

（平成２９年７月５日開催）  
 
ご意見、ご要望、ご感想など、ご自由にお書きください。今後の参考にさせていただきます。 

※お帰りの際に係員にお渡しください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※後日提出される方は、郵送・ＦＡＸ・窓口持参など、どの方法でも結構です。 

世田谷区世田谷総合支所街づくり課 （担当 二見・高澤・伊藤・北崎） 

住所：〒１５４－８５０４ 世田谷区世田谷４－２２－３３ 

ＴＥＬ：０３－５４３２－２８７２ ＦＡＸ：０３－５４３２－３０５５ 

※このアンケートの記載内容は、本地区の街づくりの検討、および質問等に対する回答以外の目的には 

使用しません。 

 

よろしければお名前等をご記入ください。 

ご氏名      ご住所 

 

電話番号      ファックス番号 

  

■ 本日の懇談会について 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
■ その他（ご自由にお書き下さい） 

    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

※ご質問やご意見については、街づくりニュースで回答・掲載させて頂く場合もございます。 
 

 


